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隠岐の島町
①
島
づ
く
り
人
材
養
成
大
学
の
受
講

　

者
募
集
に
つ
い
て

②
法
テ
ラ
ス
島
根
講
演
会
「
そ
な
え

　

て
安
心
！
相
続
に
つ
い
て
」
の
開

　

催
に
つ
い
て

③
休
日
の
当
番
医
に
つ
い
て

④
隠
岐
広
域
連
合
職
員
採
用
試
験
に

　

つ
い
て

⑤
脇
立
夫 

絵
手
紙
展
「
へ
た
で
い

　

い 

へ
た
が
い
い
」
の
開
催
に
つ

　

い
て

⑥
自
衛
官
等
の
募
集
に
つ
い
て

⑦
町
営
住
宅
の
入
居
者
募
集
に
つ
い
て

⑧
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
の
実
施
に
つ

　

い
て

⑨
塩
分
測
定
器
の
貸
し
出
し
に
つ
い
て

【
別
冊
】

⑩
第
５
回
竹
島
を
考
え
る
・
バ
ス
ツ

　

ア
ー
の
参
加
者
募
集
に
つ
い
て

法
テ
ラ
ス
島
根
講
演
会「
そ

な
え
て
安
心
！
相
続
に
つ

い
て
」
の
開
催
に
つ
い
て

②
　
隠
岐
の
島
町
図
書
館
で
相
続
に
つ
い

て
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
家
族
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
ま
ず
何

を
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
必
要

な
手
続
や
事
前
に
し
て
お
く
と
い
い
相

続
の
準
備
に
つ
い
て
、
法
テ
ラ
ス
の
弁

護
士
さ
ん
が
解
説
し
ま
す
。

●
講
師

　
宮
田
尚
典
氏
（
法
テ
ラ
ス
西
郷
法
律

　
事
務
所
）

　
加
藤
大
介
氏
（
法
テ
ラ
ス
島
根
法
律

　
事
務
所
）

●
日
時

　
６
月
22
日
（
土
）
午
後
２
時
〜
３
時
半

●
場
所

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館
研
修
室

●
定
員

　

25
名
（
事
前
予
約
制
。
定
員
に
達
し

　
な
い
場
合
は
当
日
参
加
も
可
）

◆
共
催

　
島
根
県
立
図
書
館　

　
法
テ
ラ
ス
島
根

◆
お
申
し
込
み
先

　
法
テ
ラ
ス
島
根
（
日
本
司
法
支
援
セ

　
ン
タ
ー
島
根
地
方
事
務
所
）

　
電
話　
０
５
０‐
３
３
８
３‐

５
５
０
０

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

　
電
話　
２‐

２
３
４
１

休
日
の
当
番
医
に
つ
い
て

③
　
６
月
の
日
曜
・
休
日
の
当
番
医
院
は

左
記
の
と
お
り
で
す
。（
予
定
）

※

当
番
表
に
つ
い
て
は
隠
岐
広
域
連
合

　
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ

　
ま
す
。

※

在
宅
当
番
医
制
度
は
、
当
番
医
院
を

　
決
め
て
、
休
日
に
救
急
患
者
の
対
応

　
を
す
る
も
の
で
、
隠
岐
の
島
町
で
は

　
３
つ
の
医
院
が
救
急
対
応
を
し
て
い

　
ま
す
。
休
日
の
救
急
受
診
が
必
要
な

　

と
き
は
、
当
番
医
院
を
受
診
し
ま

　
し
ょ
う
。

※

受
付
時
間
は
午
前
７
時
か
ら
午
後
７

　
時
ま
で
で
す
。

※

受
診
の
際
は
、
事
前
に
当
番
医
院
に

　
連
絡
し
て
か
ら
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
隠
岐
広
域
連
合　
総
務
課

　
電
話　
６‐

９
１
５
０

当
番
日

２
日
（
日
）

９
日
（
日
）

16
日
（
日
）

23
日
（
日
）

連
絡
先

当
番
医
院

２‐

０
０
４
９

宇
野
内
科
医
院

２‐

２
５
７
２

半
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
２‐

６
２
８
０

30
日
（
日
）

宇
野
内
科
医
院

高
梨
医
院

２‐

０
０
４
９

高
梨
医
院

２‐

２
５
７
２

島
づ
く
り
人
材
養
成
大
学

の
受
講
者
募
集
に
つ
い
て

①
《
島
づ
く
り
の
プ
レ
イ
ン
グ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
を
目
指
し
て
》

　
（
公
財
）
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
が
、
離

島
に
お
い
て
地
域
づ
く
り
の
核
と
な
る

リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
目
的
と
し
て
開
講

す
る
「
島
づ
く
り
人
材
養
成
大
学
」
の

参
加
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●
開
催
期
間

　
10
月
１
日
（
火
）
〜
４
日
（
金
）

　
３
泊
４
日

●
開
催
場
所　
鹿
児
島
県
徳
之
島　

●
対
象
者

　
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
方

　
又
は
地
域
づ
く
り
に
関
心
が
あ
り
、

　
隠
岐
の
島
町
在
住
の
方

●
参
加
経
費

・
交
通
費
の
半
額
を
島
根
県
離
島
振
興

　
協
議
会
が
補
助
し
ま
す
。

・
そ
の
ほ
か
滞
在
費
、
教
材
費
、
受
講

　
料
な
ど
は
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
が
負

　
担
し
ま
す
。

●
申
込
期
限

　
６
月
18
日
（
火
）
必
着

●
応
募
方
法

　

詳
し
く
は
、
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記

　
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ご
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
地
域
振
興
課　
政
策
企
画
係

　
電
話　
２‐

８
５
７
０
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脇
立
夫 

絵
手
紙
展

「
へ
た
で
い
い 

へ
た
が
い

い
」
の
開
催
に
つ
い
て

⑤
　
隠
岐
の
島
町
図
書
館
で
、
町
内
在
住

の
脇
立
夫
さ
ん
の
絵
手
紙
展
を
開
催
し

ま
す
。
脇
さ
ん
が
描
か
れ
た
花
や
虫
な

ど
の
自
然
の
絵
を
多
数
展
示
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
６
月
１
日
（
土
）
〜
６
月
30
日
（
日
）

●
場
所

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー

　
及
び
、
雑
誌
コ
ー
ナ
ー

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

　
電
話　
２‐

２
３
４
１

隠
岐
広
域
連
合
職
員
採
用

試
験
に
つ
い
て

④
　
隠
岐
広
域
連
合
で
は
令
和
６
年
度
第

１
回
及
び
第
２
回
職
員
採
用
試
験
を
実

施
し
ま
す
。

●
募
集
職
種
と
採
用
予
定
人
員

【
第
１
回
】

　
助
産
師
・
保
健
師
・
看
護
師　
若
干
名

　
臨
床
検
査
技
師　
　
　
　
　
　
２
名

　
臨
床
工
学
技
士　
　
　
　
　
　
１
名

【
第
２
回
】

　
消
防
吏
員　
　
　
　
　
　
　
若
干
名

　
（
救
急
救
命
士
枠
・
経
験
者
枠
）

●
受
験
資
格

　
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
が
受
験
で

　
き
ま
す
。

【
助
産
師
・
保
健
師
・
看
護
師
】

　
昭
和
49
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
方
で
、
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看

　
護
師
の
免
許
を
有
す
る
方
、
又
は
令

　
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
に
当
該
免
許

　
取
得
見
込
み
の
方

【
臨
床
検
査
技
師
】

　
平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
方
で
、
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を

　
有
す
る
方
、
又
は
令
和
７
年
３
月
31

　
日
ま
で
当
該
免
許
取
得
見
込
み
の
方

【
臨
床
工
学
技
士
】

　
平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
方
で
、
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を

　
有
す
る
方
、
又
は
令
和
７
年
３
月
31

　
日
ま
で
当
該
免
許
取
得
見
込
み
の
方

【
消
防
吏
員
（
救
急
救
命
士
枠
）】

・
平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
方
で
、
救
急
救
命
士
の
免
許
を
有

　
す
る
方

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
（
Ａ
Ｔ
車
限

　
定
を
除
く
、
以
下
同
じ
）
を
有
す
る

　
方
、
ま
た
は
、
採
用
の
日
ま
で
に
同

　
免
許
を
取
得
で
き
る
方

・
採
用
後
、
５
年
以
内
に
大
型
自
動
車

　
免
許
を
自
費
取
得
可
能
な
方

《
身
体
基
準
》

・
両
眼
で
0.7
以
上
（
矯
正
視
力
を
含
む
）

　
で
あ
る
こ
と

・
聴
力
が
正
常
で
あ
る
こ
と

【
消
防
吏
員
（
経
験
者
枠
）】

・
平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
方
で
、
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の

　
基
準
に
規
定
す
る
初
任
教
育
の
課
程

　
を
修
了
し
た
方

・
申
込
時
、
島
根
県
内
の
消
防
本
部
に

　
所
属
し
て
い
な
い
方

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
（
Ａ
Ｔ
車
限

　
定
を
除
く
、
以
下
同
じ
）
を
有
す
る

　
方
、
ま
た
は
、
採
用
の
日
ま
で
に
同

　
免
許
を
取
得
で
き
る
方

・
採
用
後
、
５
年
以
内
に
大
型
自
動
車

　
免
許
を
自
費
取
得
可
能
な
方

《
身
体
基
準
》

・
両
眼
で
0.7
以
上
（
矯
正
視
力
を
含
む
）

　
で
あ
る
こ
と

・
聴
力
が
正
常
で
あ
る
こ
と　

●
試
験
日
、
試
験
会
場
及
び
試
験
内
容

【
第
１
回
】

①
試
験
日

　
７
月
13
日
（
土
）

②
試
験
会
場

　
松
江
テ
ル
サ
（
松
江
市
）

③
試
験
内
容

　
作
文
試
験
・
面
接
試
験

【
第
２
回
】

①
試
験
日

　
７
月
27
日
（
土
）

②
試
験
会
場

　
隠
岐
広
域
連
合
消
防
本
部

③
試
験
内
容

　
作
文
試
験
・
面
接
試
験
・
身
体
検
査

　
及
び
体
力
検
査

●
受
験
手
続

【
第
１
回
】

①
申
込
用
紙
の
請
求
及
び
提
出
先

　
〒
６
８
５‐

０
１
０
４

　
隠
岐
の
島
町
都
万
２
０
１
６

　
隠
岐
広
域
連
合
事
務
局　
総
務
課

　
電
話
６‐

９
１
５
０

②
受
付
期
間

　
５
月
20
日
（
月
）
〜
６
月
28
日
（
金
）

　
ま
で　

　
土
日
祝
日
を
除
く
平
日

※
島
外
の
方
な
ど
で
郵
送
で
申
込
用
紙

　

を
請
求
す
る
場
合
は
、
６
月
14
日

　
（
金
）
到
着
分
ま
で
受
付
し
、
郵
送

　
し
ま
す
。

【
第
２
回
】

①
申
込
用
紙
の
請
求
及
び
提
出
先

　
〒
６
８
５‐

０
０
２
５

　
隠
岐
の
島
町
平
４
４
０
番
地
１

　
隠
岐
広
域
連
合
消
防
本
部
総
務
課

　
電
話　
３‐

０
１
１
９

②
受
付
期
間

　
５
月
20
日
（
月
）
〜
７
月
12
日
（
金
）

　
ま
で　

　
土
日
祝
日
を
除
く
平
日

※

島
外
の
方
な
ど
で
郵
送
で
申
込
用
紙

　

を
請
求
す
る
場
合
は
、
６
月
24
日

　
（
月
）
到
着
分
ま
で
受
付
し
、
郵
送

　
し
ま
す
。

●
採
用

　
原
則
、
令
和
７
年
４
月
以
降
に
採
用

　
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
隠
岐
広
域
連
合
事
務
局　
総
務
課

　
電
話　
６‐

９
１
５
０



対所
￥

申
締

問時 内=日時 =場所 =対象・定員 =申し込み =内容 =問い合わせ
=締め切り=費用・参加費 出=出演・講師・指導 他=その他持=持ち物

記号の
 説 明

自
衛
官
等
の
募
集
に
つ
い

て
⑥

　
自
衛
隊
で
は
、
次
の
と
お
り
自
衛
官

を
募
集
し
ま
す
。

【
自
衛
官
候
補
生
（
陸
・
海
・
空
）（
第

２
回
）】

●
応
募
資
格

　
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の

　
１
日
現
在
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

●
応
募
期
間

　
７
月
１
日
（
月
）
〜
９
月
３
日
（
火
）

　
ま
で

●
試
験
期
日

《
筆
記
試
験
・
適
性
検
査
》

　
９
月
15
日
（
日
）
〜
20
日
（
金
）
の

　
う
ち
１
日
（
ウ
ェ
ブ
試
験
方
式
）

《
口
述
試
験
・
身
体
検
査
》

　
９
月
27
日
（
金
）
〜
29
日
（
日
）
の

　
う
ち
指
定
す
る
１
日

●
試
験
種
目

　
筆
記
試
験
（
国
語
、数
学
、地
理
歴
史
、

　
公
民
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適

　
性
検
査
、
身
体
検
査
及
び
経
歴
評
定

※

経
歴
評
定
と
は
、
多
様
な
経
歴
を
有

　
す
る
受
験
者
の
能
力
を
総
合
的
に
評

　
価
す
る
も
の
で
す
。
該
当
す
る
資
格
・

　
免
許
等
は
自
衛
隊
島
根
地
方
協
力
本

　
部
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
試
験
会
場

《
筆
記
試
験
・
適
性
検
査
》

　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

《
口
述
試
験
・
身
体
検
査
》

　
陸
上
自
衛
隊
出
雲
駐
屯
地

●
採
用
予
定
日

　
採
用
予
定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま

　
す
。

【
一
般
曹
候
補
生
（
陸
・
海
・
空
）（
第

　
２
回
）】

●
応
募
資
格

　
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の

　
１
日
現
在
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

●
応
募
期
間

　
７
月
１
日（
月
）か
ら
９
月
５
日（
木
） 
　
ま
で

●
試
験
期
日

　
９
月
15
日
（
日
）
〜
20
日
（
金
）
の

　
う
ち
指
定
す
る
１
日

●
試
験
種
目

　
筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
英
語
及

　
び
作
文
）、
適
性
検
査

※

ウ
ェ
ブ
試
験
方
式
に
よ
り
実
施
す
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
試
験
会
場

　
松
江
・
出
雲
・
浜
田
市
内
（
受
付
時

　
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

【
航
空
学
生
（
海
・
空
）】

●
応
募
資
格　

　
日
本
国
籍
を
有
す
る
高
卒
者
（
見
込

　
含
）
又
は
高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

　
込
含
）

《
海
上
自
衛
隊
》

　

18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
者
（
令
和
７

　
年
４
月
１
日
現
在
）

《
航
空
自
衛
隊
》

　

18
歳
以
上
24
歳
未
満
の
者
（
令
和
７

　
年
４
月
１
日
現
在
）

●
応
募
期
間

　
７
月
１
日
（
月
）
〜
９
月
５
日
（
木
）

　
ま
で

●
試
験
期
日

　
９
月
16
日
（
祝
・
月
）

●
試
験
種
目

　
筆
記
試
験
（
国
語
・
数
学
・
英
語
、

　
地
理
歴
史
・
公
民
又
は
理
科
の
う
ち

　
１
科
目
）、
適
性
検
査

※

但
し
、
試
験
期
日
・
場
所
等
に
つ
い

　
て
、
変
更
・
中
止
さ
れ
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

●
試
験
会
場

　
松
江
地
方
合
同
庁
舎
・
浜
田
市
内　

※

各
種
募
集
に
つ
い
て
は
、
試
験
期
日
、

　
会
場
等
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

　
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
自
衛
隊
島
根
地
方
協
力

　
本
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
島
根
地
方
協
力
本
部

　
電
話　
０
８
５
２‐

２
１‐

０
０
１
５

町
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

に
つ
い
て

⑦
　
島
根
県
住
宅
供
給
公
社
で
は
次
の
と

お
り
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま

す
。

●
入
居
者
を
募
集
す
る
住
宅

〔
公
営
住
宅
〕

（
西
郷
地
区
）

　
・
宮
城
ヶ
丘
団
地　
２
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
）

　
・
宮
ノ
前
団
地　
　
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
）

　
・
名
田
団
地　
　
　
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
）

（
五
箇
地
区
）

　
・
田
部
谷
団
地　
１
戸
（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

●
条
件
付
で
入
居
者
を
募
集
す
る
住
宅

　
条
件

　
以
下
の
住
宅
は
入
居
決
定
を
し
て
か

　
ら
修
繕
を
行
い
ま
す

〔
公
営
住
宅
〕

（
布
施
地
区
）　

　
・
清
水
団
地　
　
　
１
戸
（
２
Ｄ
Ｋ
）

●
申
込
み
手
続
き

　
入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
窓
口
で

　
申
込
み
用
紙
を
請
求
し
、
必
要
事
項

　
を
記
入
の
う
え
、
添
付
書
類
を
そ
ろ

　
え
て
か
ら
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
み
受
付
期
間

　
５
月
30
日(

木
）
〜
６
月
13
日(

木)

　
ま
で

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
必
着

　
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
島
根
県
住
宅
供
給
公
社

　
隠
岐
住
宅
管
理
事
務
所
（
隠
岐
の
島

　
町
役
場
内
２
階
）

　
電
話
３‐

１
３
５
０



対所
￥

申
締

問時 内=日時 =場所 =対象・定員 =申し込み =内容 =問い合わせ
=締め切り=費用・参加費 出=出演・講師・指導 他=その他持=持ち物

記号の
 説 明

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
の
実

施
に
つ
い
て

⑧
　
隠
岐
の
島
町
で
は
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝

炎
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
つ
な
げ

る
た
め
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
実
施

し
ま
す
。

　
肝
炎
の
治
療
を
適
切
に
行
わ
な
い
ま

ま
放
置
す
る
と
、
重
篤
な
病
態
に
進
行

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
今
ま
で
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
受

け
て
い
な
い
方
は
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

【
対
象
者
】

　
前
年
度
中
に
40
歳
に
達
し
、
左
記
に

　
該
当
さ
れ
る
方

①
今
ま
で
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
受

　
け
た
こ
と
が
な
い
方

②
人
間
ド
ッ
ク
や
医
療
機
関
で
の
検
査

　
等
、
他
の
機
会
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検

　
診
を
受
け
る
予
定
の
な
い
方

【
検
診
内
容
】

　
問
診
、
血
液
検
査
（
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
検

　
査
、Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
）

【
検
診
機
関
】

①
町
内
医
療
機
関
（
別
表
１
参
照
）

　
（
特
定
健
診
及
び
後
期
高
齢
者
健
診

　
と
同
時
に
受
診
、
ま
た
は
肝
炎
ウ
イ

　
ル
ス
検
診
単
独
で
受
診
）

②
島
根
県
環
境
保
健
公
社
に
よ
る
６
月

　
の
集
団
健
診
及
び
事
業
所
健
診
（
同

　
時
受
診
の
み
）

【
検
診
実
施
期
間
】

①
町
内
医
療
機
関

　
令
和
６
年
６
月
１
日
（
土
）
〜

　
令
和
７
年
２
月
28
日
（
金
）

②
島
根
県
環
境
保
健
公
社
に
よ
る
健
診

　
令
和
６
年
度
中
の
実
施
日

【
検
診
料
金
】

　
料
金
：
７
０
０
円

★
た
だ
し
、
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　
さ
れ
る
方
は
検
診
料
金
が
無
料
で
す
。

①「
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
通
知
書
」
が

　
４
月
に
郵
送
さ
れ
た
方
（
別
表
２
参

　
照
）

②
生
活
保
護
世
帯
の
方

【
受
診
方
法
】

　
受
診
の
際
に
、
受
付
窓
口
で
検
診
の

　
希
望
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
通
知

　
書
」
を
当
日
受
付
で
お
渡
し
く
だ
さ

　
い
。
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
必
ず
役

　
場
保
健
福
祉
課
で
再
発
行
を
受
け
て

　
か
ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

【
留
意
事
項
】

　
す
で
に
肝
機
能
検
査
の
数
値
に
異
常

　
が
み
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
速
や
か

　
に
医
療
機
関
に
受
診
さ
れ
る
こ
と
を

　
お
勧
め
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課　
健
康
係

　
電
話　
２‐

８
５
６
２

肝炎ウイルス検診を受診できる医療機関

宇野内科医院

高梨医院

半田内科クリニック

中村診療所

布施診療所

五箇診療所

都万診療所

電話番号

２－２５７２

２－００４９

２－６２８０

４－００１１

７－４３４６

５－２００５

６－２０２５

令
和
６
年
度
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
無
料
対
象
者

昭
和
58
年
４
月
２
日
〜
昭
和
59
年
４
月
１
日

昭
和
53
年
４
月
２
日
〜
昭
和
54
年
４
月
１
日

昭
和
48
年
４
月
２
日
〜
昭
和
49
年
４
月
１
日

昭
和
43
年
４
月
２
日
〜
昭
和
44
年
４
月
１
日

昭
和
38
年
４
月
２
日
〜
昭
和
39
年
４
月
１
日

別表１別表２

塩
分
測
定
器
の
貸
し
出
し

に
つ
い
て

⑨
　
役
場
保
健
福
祉
課
で
は
、
減
塩
を
推

進
す
る
た
め
公
民
館
や
図
書
館
等
身
近

な
場
所
で
塩
分
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

し
て
い
ま
す
。

　
本
を
借
り
る
よ
う
に
測
定
器
を
借
り

て
帰
り
、
ご
自
分
で
気
軽
に
家
庭
の
汁

物
の
塩
分
測
定
が
で
き
ま
す
。

　
塩
分
の
摂
り
過
ぎ
は
、
様
々
な
病
気

の
発
症
や
悪
化
の
リ
ス
ク
を
高
め
ま

す
。
健
康
に
長
生
き
す
る
た
め
に
は
減

塩
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
ご
自
身
の
食
生
活
の
改
善
に
お
役
立

て
く
だ
さ
い
。

【
貸
し
出
し
場
所
】

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

　
布
施
公
民
館

　
中
出
張
所

　
五
箇
公
民
館

　
都
万
公
民
館

　
役
場
保
健
福
祉
課

【
貸
出
期
間
】

　
１
〜
２
週
間

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課　
健
康
係

　
電
話　
２‐

８
５
６
２



別　冊 ⑩

 
第５回 竹島問題を考える・バスツアー参加者募集について 

 

5 回目を迎える「竹島問題を考える・バスツアー」ですが、今回は昭和初期まで竹島でアシカの漁やアワ

ビ漁をしていた久見地区、韓国の重要人物である安龍福の記録がある福浦地区などを中心に巡ります。      
昼食には、今年２月に松江市で臨時提供した、「竹島海鮮カレー」を準備しております。 
また、水若酢神社にて、膺懲館（ようちょうかん）及び「隠岐騒動」についてお話しいただきます。 

竹島問題を町民の皆様へ考えていただくきっかけとして、島内の竹島に関係する地を巡り、また、バスツア
ーを通じて隠岐の島町の観光資源の再発見をしていただきます。 
 

講師 常
つ ね

角
ず み

 敏
さとし

 氏 

                 島根県竹島・北方領土問題教育者会議顧問。隠岐の島町教育委員。 
 

日  時：令和 6 年 6 月 30 日（日）11：45～16：00(予定) 
集  合：隠岐の島町役場正面玄関前 11：30 までに集合願います。 

場  所：隠岐の島町内（西郷～平～原田～郡～福浦～代～久見～郡～西郷） 
対  象：隠岐の島町民（中学生以下は保護者同伴） 
主  催：隠岐の島町    

参加費：バス代無料、保険料+昼食代（竹島海鮮カレー） 900 円（受付時集金いたします） 
持参品：飲み物など（天候によっては雨具） 
定  員：2４名（先着順）                                     

講師紹介 
1958 年生まれ。下西在住。元隠岐の島町立西郷中学校校長。                
島根県竹島問題研究会第 2 期・第 3 期委員。 

ｲ竹島学習資料を掲載した「隠岐の島町ふるさと教育副教材」執筆・編集。 
 

【お申し込み方法】※今回も電話のみの受付になります。（期間内：先着順） 
申込期間：令和６年６月 10 日（月）から令和 6 年 6 月 24 日（月）   
             ※土日祝日を除く 受付時間 8：30～１７：15 まで 

【学習内容】  
  ＜竹島関係＞＜歴史関係＞ 

   ・11：４５小松城跡（平）、唐橋中将の墓（雨来）、勝山城跡（原田）⇒11：55 浄土寺（小路）⇒ 

      １２：００五箇創生館（郡）⇒12：55 万泉寺跡（北方）⇒13：00 島神社（福浦）⇒1３：４５     

久見竹島歴史館（久見）⇒1５：00 水若酢神社（郡）⇒16：00 役場着       □の場所で停車   

                ※水若酢神社でのお話：講師：忌部正孝氏（水若酢神社宮司） 

 
【申し込み先・問い合わせ先】 
 隠岐の島町総務課 竹島対策室 〒685-8585 隠岐の島町下西 78 番地２ 

    [電話]08512-2-2111    [FAX]08512-2-6005 
    ※提供していただいた個人情報につきましては、「竹島問題を考える・バスツアー」のみに利用します。     

 

「竹島問題・隠岐観光コラボツアー」 
 

◆バス代は要りません。 

トイレ休憩は何回か設けます。 


